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＜日 時＞ 令和５年 １２月６日、１３日、２０日 

      令和６年 １月１０日、１７日、２４日 

  ※いずれも水曜日 １５時３０分～１６時００分 

＜会 場＞ プラザ橘 ２階 和室 

＜対 象＞ ３歳以上 

       保護者様のご参加は任意となります ※ただし館内にいて下さる様お願いします。 

＜申込み＞ 事前申込は不要です。当日、和室へ直接お越し下さい。 

 

１２月２５日まで、クリスマスを題材にした子ども向けの本を中心にクリスマスに関する本の特集をします。 

また年末年始は、新年の行事や干支にちなんだ本について特集する予定です。 

ぜひ、お気に入りの一冊と一緒に、クリスマスや年末年始を楽しくお過ごしください♪ 

 

  

シニアの社会参加支援事業  

 

 

 

 

 

日 時：令和６年１月１２日から２月２３日 

毎週金曜日（全６回）※2/16 を除く 

１０時～１２時（受付は９時４５分から） 

対 象：橘地区とその周辺在住概ね５０歳以上の方 

定 員：１０名 

材料費：１，０００円 

申込み：令和５年１２月８日（金）１０時から 

※ 詳細は、チラシをご覧ください。 

〒213-0026川崎市高津区久末2012-1 
電話 ：０４４(７８８)１５３１ 
FAX：０４４(７８８)５２６３ 
E-mail:88tatisi@city.kawasaki.jp 

検索 

◆主催表示のない事業は、川崎市教育委員会が主催する事業です。 

◆お申込みの際にいただいた個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、事業執行の目的に限り使用します。 

絵本づくりに必要な知識を学び、絵本への興味・関

心を高めながら、新たなスキルを身に着けて、地域

での仲間もいっぱい作っちゃいましょう！ 

市民エンパワーメント研修 

懐かしかったり新しかったり 

 
～遊びの引き出しを増やそう！～ 

遊びを子どもだけが楽しむのはもったいない！ 

大人だって遊びを楽しもう！ 

日 時：令和 6年 2月 8日から 3月 14 日 

 毎週木曜日全 5回（2月 15 日除く） 

 10 時～12 時 

対 象：関心のある方 12 名 

受講料：無料（材料費：実費負担有） 

申込み：令和 6年 1月 25 日(木)10 時～ 

 プラザ橘窓口またはお電話にて 
※ 詳細は後日発行のチラシをご覧ください。 

mailto:88tatisi@city.kawasaki.jp


【回覧】お読みになったらお早めにお隣りへ回していただければ幸いです。No.１４６(２０２３年１２月１日)号(２) 

プラザ橘だよりは、地域のみなさんのご協力により、橘地区（久末、野川、蟹ヶ谷、明津、子母口、子母口富士見台、千年、千年

新町、新作、末長）に回覧しています。「プラザ橘だより」の回覧を新たに希望する自治会等の方は、ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の方の提案を受けて、市民の方とプラザ橘で協働し、企画・提案・イベントを開催します。 

「こんな講座があったらいいな」「あんなイベントやりたいな」「こういうことはできるのかしら？」

というアイディアを実現することができます。 

【企画提案できる人】 

橘地区を主な活動場所としている市民グループ(５人以上の会員) 

または橘地区在住・在勤・在学の市民(個人) 

【募集案内の配布】 

12 月 1 日（金）からプラザ橘窓口で配布開始。 

【 募 集 期 間 】 

1 月 5 日（金）～1 月 19 日(金)１７：００必着 

【企画提案会・選考会】 

2 月 24 日（土）１５：００～ 高津市民館１１階 視聴覚室にて（予定） 

◆◆◆◆◆ １２月･１月の休館日について ◆◆◆◆◆   

１２月 18 日（月） ・ １月 15 日（月）  

      年末年始の業務について       

図書館の利用 

１２月２８日（木） １７：００まで開館 

１２月２９日（金）～１月４日（木） 休館 

１月５日（金） 通常どおり１０：００開館 

 

学習室等の利用 

１２月２８日（木） 施設点検日のため利用不可 

１２月２９日（金）～１月３日（水） 休館 

１月４日（木） 施設点検日のため利用不可 

１月５日（金） 通常どおり利用可能 

全館トイレ改修工事に伴う 

トイレ使用不可期間について 
令和 6 年 2 月から 10 月頃まで行われるトイレ改修工事において、次の期間でトイレ

が全面使用不可となります。施設利用は可能ですが仮設トイレのみとなることをご承知

おきの上、ご利用いただきますようお願いいたします。 

全館トイレ使用不可期間：令和６年４月１６日（火）～２１日（日） 
※ 工事の都合により、日程が変更になる可能性があります。 

あらかじめご了承ください。 

令和 6 年度の市民自主学級・企画事業の企画案を募集します！ 


